
 

横浜市風致地区条例施行規則（本則） 新旧対照表                                          

旧 新 

（行為の許可の申請） （行為の許可の申請） 

第２条  第２条  

条例第２条第１項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類２部を市長に提出しなければならない。 

（1） 風致地区内行為許可申請書（第１号様式） 

（2） 設計書（第２号様式から第９号様式までのうち該当するもの。） 

（3） 別表第１に掲げる行為の区分による図面 

 

条例第２条第１項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる図書２部を市長に提出しなければならない。 

（1） 風致地区内行為許可申請書（第１号様式） 

（2） 設計書（第２号様式から第９号様式までのうち該当するもの。） 

（3） 別表第１に掲げる行為の区分による図書 

（4） その他市長が必要と認める図書 

(行為の協議の申出) (行為の協議の申出) 

第４条  第４条  

条例第２条第４項の規定による協議をしようとする機関は、次の各号に掲げる書類２部を市長に提出しなければならな

い。 

（1） 風致地区内行為協議申出書（第12号様式） 

（2） 設計書（第２号様式から第９号様式までのうち該当するもの。） 

（3） 別表第１に掲げる行為の区分による図面 

条例第２条第４項の規定による協議をしようとする機関は、次に掲げる図書２部を市長に提出しなければならない。 

（1） 風致地区内行為協議申出書（第12号様式） 

（2） 設計書（第２号様式から第９号様式までのうち該当するもの。） 

（3） 別表第１に掲げる行為の区分による図書 

（行為の通知） （行為の通知） 

第５条 第５条 

条例第３条の規定による通知をしようとする者は、次の各号に掲げる書類２部を市長に提出しなければならない。 

（1） 風致地区内行為通知書（第13号様式） 

（2） 設計書（第２号様式から第９号様式までのうち該当するもの。） 

（3） 別表第１に掲げる行為の区分による図面 

条例第３条の規定による通知をしようとする者は、次に掲げる図書２部を 

市長に提出しなければならない。 

（1） 風致地区内行為通知書（第13号様式） 

（2） 設計書（第２号様式から第９号様式までのうち該当するもの。） 

（3） 別表第１に掲げる行為の区分による図書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

横浜市風致地区条例施行規則（別表） 新旧対照表 

旧 新 

別表第１(第2条第3号、第4条第3号及び第5条第3号) 

行為の区分 図面の種類 明  示  す  べ  き  事  項 

   （以下省略） 

（別表第２省略） 

 

別表第１(第2条第3号、第4条第3号及び第5条第3号) 

行為の区分 図書の種類 明  示  す  べ  き  事  項 

   （以下省略） 

（別表第２省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

横浜市風致地区条例施行規則（様式） 新旧対照表 

旧 新 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

旧 新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


